




































































メッセージ 

ホームレス総合相談ネットワーク及び医療扶助・人権ネットワークの相談員の立場から

メッセージを寄せます。 

ホームレス総合相談ネットワークは、広義のホームレス状態にある人への法的支援を行

うために２００３年２月に結成された、医療扶助・人権ネットワークは、主に精神科病院に

入院している人への法的支援を行うために２０１２年１２月に結成された、ともに弁護士・

司法書士らのグループです。 

そして、どちらの活動においても、シンポジウムのテーマである「『福祉』を『監視』に

変えようとする『社会内処遇』」については、常に意識しています。意識せざるを得ないと

言った方が正確です。 

ホームレス状態という絶対的貧困に置かれると、無銭飲食や万引きなどの罪を犯すリス

クが高まり、また、住民票を乗っ取られるなど犯罪に巻き込まれることも多くなります。そ

のため前科前歴がある者も少なくありません。 

また、相当数が何らかの障害をもっています。うつ病 40％等、6 割以上が何らかの精神

疾患の可能性がある（08年 12月～昨年末～09年１月上旬、池袋駅周辺で路上生活者調査）

と指摘もあります。 

ホームレスであった者でも生活保護を受ければ、単にホームレスであった者でしかない

ので、普通にアパートに入居していれば、障害サービス等につながり、障害に適応した支援

を受けることができるにもかかわらず、劣悪施設へ収容され、サービスにつながらない現実

があります。 

医療扶助・人権ネットワークの結成のきっかけも、その元路上生活者からの 80年代に院

内暴行致死事件等で有名な北関東の精神科病院からの救助要請にあります。この病院から

30 人以上の退院に関与しましたが、その多くは、ホームレスであった者、前科がある者、

都内の生活保護受給者でした。私たちの関与によりほとんどが速やかに退院していること

から、福祉事務所から処遇困難者のレッテルを貼られた者に対する劣等処遇として精神科

病院が利用されていたのだと理解しています。他の精神科病院も当然のように「社会的入院」

が許容されています。 

「社会的入院」は強制入院にまで及んでいます。私たちが関与するケースでは、コーラ一

本を万引きしたことが他害にあたると警察官通報により措置入院になったケース、万引き

して罰金刑となり罰金を納付したので刑の執行を終えたのに検察官通報により措置入院に

なったケース、腹痛によりホテルのフロアを汚してしまったことが他害であると警察官通

報による措置入院になったケースなど、強制入院の緊急性も障害との関係性もない行政ぐ

るみの「社会的入院」が蔓延していると指摘せざるを得ません。 

入院施設のほとんどが閉鎖の処遇であることも問題ですが、同様に私たちが関与した、都



内の医療グループが経営する精神科クリニックのデイナイトケアにも同様の問題がありま

す。患者が受け取るべき生活保護費を全額管理し、患者には毎日２５０～５００円ずつの生

活費しか与えず、患者はその生活費をもらうため毎日通院することを事実上強制されてい

ました。この問題は広く報道され、人権侵害行為として社会問題になりましたが、同クリニ

ックは、刑事事件において「環境調整」の手段として弁護人に利用されることが多いといわ

れます。起訴猶予者に対する「社会内処遇」に悪用されれば、人権侵害を適法化することに

もなりかねないと危惧しています。 

 私たちは、活動の経験から、「普通」が唯一の「社会内処遇」であると理解しています。 

また、私たちは、ホームレスであったから、前科があるからという理由だけで、多くの人が

事実上を含め強制入院させられている現状から、「監視」が必要なのは、むしろ、処遇困難

者のレッテルを貼る福祉事務所であり、閉鎖の処遇を当然とする医療機関であると認識し

ています。少なくとも法律家は人身の自由の回復こそ力を注ぐべきだと思っています。 


	１　メッセージ集
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